
スーツケースの不法投棄は法律違反

壊れたし、邪魔になるから
置いてっちゃお～

罰則: 若しくは 又は併科

何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

◎投棄禁止【第１６条】

５年以下の拘禁刑 1,000万円以下の罰金

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に抵触します！

大きいスーツケース新調したし
古いものはここに置いていこう

警視庁

不要なスーツケースは持ち帰りましよう
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